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岩倉市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について 

岩倉市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を別紙のよ

うに定めるものとする。 
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岩倉市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 岩倉市職員の給与の特例に関する条例（平成２８年岩倉市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条中「平成４年岩倉市条例第５号」を「平成４年岩倉市条例第５号。

以下「育休条例」という。」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 令和５年１月１日における給与条例第６条第４項（育休条例第１６条

及び第１８条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適

用については、同項中「７級以上であるものにあっては、３号給」とあ

るのは、「６級以上であるものにあっては０号給、５級であるものにあっ

ては２号給」とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


